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はじめに 
 

 

現在の我が国経済は、深刻化する労働力不足や労務費等の価格転嫁の遅れ、事業承継の問題等多

くの課題を抱えており、中小・小規模事業者を取り巻く経営環境は、厳しい状況下にあります。 

 全国中小企業団体中央会では、中小企業における労働事情を的確に把握し、中小企業労働施策並

びに労働支援等の基礎資料として活用するため、昭和３９年から毎年全国規模で一斉に経営状況、

労働時間、賃金改定の実施状況などについて「中小企業労働事情実態調査」を実施しており、本年

度の調査では、毎年時系列的に把握している「経営状況」や「採用状況」等の基本項目に加え、新

たに「同一労働・同一賃金」「労使コミュニケーション」に関する調査を実施しました。 

 本調査結果が、関係各位に県内中小企業の労働事情や全国との違いを知る参考になりますととも

に、各事業所の労働環境向上の一助となれば幸いです。 

 最後に本調査にあたり、ご協力いただきました調査対象事業所の方々に対し厚くお礼申し上げま

すとともに、今後ますますのご発展を祈念いたします。 

 

 

令和８年１月 

高知県中小企業団体中央会 
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令和７年度 
 

高知県中小企業労働事情実態調査概況 
 

Ⅰ 調査実施要領 
 １ 調査の目的 

この調査は、中小企業における労働事情を的確に把握し、適正な中小企業労働対策の樹立並びに

時宜を得た中央会の雇用・労働対策事業の推進に資することを目的とする。 

 ２ 調査の対象 

本調査は、中小企業を対象とし、製造業 325 事業所、非製造業 275 事業所、合計 600 事業所を任

意抽出し、調査対象とした。 

 ３ 調査の実施方法 

   中小企業労働事情実態調査票を調査対象事業所に送付し、回答を求めた。なお、調査票は全国統

一様式を用い、その回答は全国中央会で一括コンピュータ集計を行った。 

 ４ 調査時点 

   令和 7年 7月 1 日（火）現在 

 ５ 調査実施期間 

   令和 7年 7月 1 日（火）～7月 14 日（月） 

 ６ 調査内容 

   調査内容の大要は次のとおりとする。 

  (１)従業員数に関する事項 

(２)経営に関する事項 

(３)原材料費、人件費(賃金等)アップ等に対する販売価格への転嫁状況に関する事項 

(４)従業員の労働時間に関する事項 

(５)従業員の有給休暇に関する事項 

(６)同一労働同一賃金への対応に関する事項 

(７)新規学卒者の採用に関する事項 

(８)中途採用に関する事項 

(９)賃金改定に関する事項 

(10)労働組合に関する事項 

(11)労使コミュニケーションに関する事項 

 

 

註１ 統計表あるいはグラフには、集計母数が極めて少ないものがあります。 

註２ 設問項目ごとに「不明」「非該当」「無回答を除いて集計しているため、各項目の有効回

答数に差が生じています。 

註３ 構成百分率の計算は、小数点第 2 位以下を四捨五入しており、数値の合計が 100％に

ならない場合があります。 
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Ⅱ 回答事業所の概要 
 

回答事業所の内容 

県下の中小企業、600 事業所（製造業 325 事業所、非製造業 275 事業所）を調査したところ、回答が

あったのは 246 事業所（製造業 123 事業所、非製造業 123 事業所）で回答率は 41.0%となった。 

また、規模別でみると、従業員 30 人未満の小規模事業所が全体の 77.6％を占めており、「30～99 人」

が 17.1％、「100～300 人」が 5.3％となっている。 

表 1 回答事業所の業種別・規模別の内訳 

(上段：構成比、下段：実数)  

 



- 3 - 

Ⅲ 調査結果の概要 
 

〔設問１〕従業員数に関する事項 

常用労働者数 

常用労働者の男女別構成割合をみると、表 2 のとおり高知県では男性 4,147 人（69.6％）に対し、

女性 1,810 人（30.4％）となった。同じく男女の割合を全国でみると、男性 336,698 人（69.5％）、

女性 147,693 人（30.5％）となっており、高知県における女性の就業率は全国平均より若干低くなっ

ている。昨年度実施した本調査では、高知県の男女比は、男性が 70.5％、女性が 29.5％となってお

り、女性の割合がやや増加している。全国では男性 69.4％、女性 30.6％とほとんど変わっていない。 
 

表 2 常用労働者数 

 (上段：構成比、下段：人数) 

 
 

雇用形態別構成比 

雇用形態を「正社員」、「パートタイマー」、「派遣」、「嘱託・契約社員」、「その他」の 5つの

形態に分類したものが図 1である。高知県内の従業員の雇用形態は「正社員」（76.8％）、「パートタ

イマー」（15.3％）、「派遣」（1.2％）、「嘱託・契約社員」（5.1％）、「その他」（1.6％）とな

っている。全国(「正社員」（75.2％）、「パートタイマー」（14.2％）、「派遣」（2.5％）、「嘱託・

契約社員」（6.1％）、「その他」（2.0％）)と比較すると「正社員」「パートタイマー」の比率が高

く、「派遣」「嘱託・契約社員」「その他」の比率は低くなっている。 

また、昨年度の本調査結果では「正社員」（84.8％）、「パートタイマー」（9.2％）、「派遣」（1.1％）、

「嘱託・派遣社員」（4.0％）、「その他」（0.9％）となっており、「正社員」の比率が低くなり、「パ

ートタイマー」の比率が高くなっている。 

男女比率でみると、全雇用形態中、高知県内の正社員雇用の「女性」は 56.1％、「男性」は 86.0％、

という結果となった。 

図 1 雇用形態別構成比
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〔設問２〕経営に関する事項 

 現在の経営状況 

   1 年前と比較した経営状況について業況 DI※1をみると、表 3 のとおり、製造業が△5.0、非製造業

が△10.7 で、高知県全体では△7.8 となっている。業種別にみると、業況 DI が高いのは製造業では

「その他」の 30.0、「機械器具」の 21.4、非製造業では「建設業（設備工事業）」の 31.3 であった。 

  昨年度の業況 DI は、高知県全体で△10.5 となっており、若干上回る結果となった。 

（※1）業況 DI とは、「良い」の割合から「悪い」の割合を差し引いたもの 

表 3 経営状況の推移（業種別） 

                                                                    (上段：構成比、下段：事業所数) 
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主要事業の今後の方針 

主要事業の今後の方針については、図 2のとおり、高知県では、「強化拡大」と回答した事業所は

27.7％、「現状維持」が 64.5％、「縮小」6.2％、「廃止」1.7％、「その他」0％となっている。 

全体的にみても、「現状維持」が最も多い回答となっており、昨年度と比較すると高知県の「強化

拡大」(昨年度は高知県 34.7％、全国 32.4％)の割合は減少した。 

図 2 主要事業の今後の方針 

 
 

経営上の障害（３つ以内の複数回答） 

経営上何が障害となっているか、12 項目中 3項目以内の複数回答を求めた結果が図 3である。 

上位 3項目は「光熱費・原材料・仕入品の高騰」（製造業：67.8％、非製造業：47.5％）、「人材不

足（質の不足）」（製造業：46.6％、非製造業：43.4％）、「労働力不足（量の不足）」（製造業：

28.8％、非製造業：38.5％）となっている。昨年度と比較すると、非製造業における「人件費の増大」

（昨年度は 23.6％）はやや増加した。 

図 3 経営上の障害
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 経営上の障害で最も多かった項目を産業別・規模別にみたものが表 4 である。製造業については、「30

～99 人規模」のみ「人材不足（質の不足）」が、その他の規模では「光熱費・原材料・仕入品の高騰」

が最も多かった。非製造業では「1～9人規模」は「人材不足(質の不足)」「販売不振・受注の減少」

「光熱費・原材料・仕入品の高騰」の 3項目が同率、「10～29 人規模」は「光熱費・原材料・仕入品

の高騰」が、「30～99 人規模」は「労働力不足（量の不足）」が、「100～300 人規模」では「人材

不足(質の不足)」が最も多かった。 

経営上の障害を業種別にみると、表 5のとおり全 14 業種中 11 業種で「光熱費・原材料・仕入品の

高騰」が最も多く、次いで 7業種で「人材不足(質の不足)」が多かった。 

 

表 4 経営上の障害（産業別・規模別） 

 

表 5 経営上の障害（業種別） 
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経営上の強み（３つ以内の複数回答） 

企業経営上、何が強みであるかについて 12 項目中 3項目の複数回答を求めた結果をみたものが図 4

である。製造業の第 1位は「製品・サービスの独自性」、第 2位は「製品の品質・精度の高さ」、非

製造業の第 1位は「製品・サービスの独自性」、第 2位は「組織の機動力・柔軟性」となった。 

経営上の強みを産業別・規模別にみたものが表 6、経営上の強みを業種別にみたものが表 7となり、

製造業・非製造業ともに規模や業種によって分かれる結果となった。 

図 4 経営上の強み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                       

   

表６ 経営上の強み（規模別） 表７ 経営上の強み（業種別） 



- 8 - 

 過去 3年間に労働生産性を高めようとして行った取り組み 

 過去 3 年間(令和 4年 7月 1日から令和 7年 6月 30 日)に労働生産性を高めようとして行った取り組

みについて、該当するもの全ての回答を求めたものが以下の図 5である。製造業・非製造業ともに「仕

事内容・進め方の見直し」がそれぞれ 32.8％・35.5％と最も多くなった。 

 

図 5 過去 3年間に労働生産性を高めようとして行った取り組み 
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〔設問３〕原材料費、人件費（賃金等）アップ等に対する販売価格への転嫁状況に関する事項 

原材料費、人件費等の増加による販売・受注価格への転嫁状況 

  1 年前と比較した原材料費、人件費等の増加による最も売上高の多い事業の業種の販売・受注価格

への価格転嫁の状況については、図 6のとおり、「価格引上げ（転嫁）を実現した」が全国で 51.2％、

高知県で 55.0％と最も多かった。 

 全国と高知県で比較すると、高知県では「価格引上げ（転嫁）を実現した」が 3.8 ポイント、「こ

れから価格引上げの交渉を行う」が 1.5 ポイント、「価格転嫁はしていない（価格変動の影響はない）」

が 0.4 ポイント全国平均を上回る結果となっている。 
 

図 6 原材料費、人件費等の増加による販売・受注価格への転嫁状況 

 
 

１年前と比較した価格転嫁の状況 

  「価格引上げ(転嫁)を実現した」と回答した事業者のうち、1 年前と比較してどの程度価格転嫁が

できたかについては、図 7のとおり、価格転嫁が「10％未満」もしくは「10～30％未満」と回答した

事業所は、全国で合わせて 68.8％、同じく高知県で 69.1％と群を抜いて多かった。 

図 7 1 年前と比較した価格転嫁状況 
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販売価格への転嫁予定内容 

    「価格引上げの交渉中」及び「これから価格引上げの交渉を行う」と回答した事業者のうち原材料、

人件費、利益を含めた販売価格への転嫁予定内容については、図 8のとおり「原材料費分を転嫁予定」

が、全国で 68.7％、高知県で 69.4％と最も高くなっている。 
 

図 8 販売価格への転嫁予定内容 
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〔設問４〕従業員の労働時間に関する事項 

 週所定労働時間 

  週所定労働時間※2についてみると、図 9 のとおり高知県では「週 40 時間」が 47.1％で最も多く、

次いで「38 時間超 40 時間未満」となっている。 

規模別でみると、図 10 のとおり週所定労働時間 40 時間以内(「38 時間以下」「38 時間超 40 時間

未満」を含む)の事業所は、従業員 100～300 人の事業所では 100.0％、30～99 人の事業所では 97.6％、

10～29 人の事業所では 92.1％、9人以下の事業所では 86.2％となっている。 
 
（※2）「所定労働時間」とは、就業規則等に定められた「始業時刻から終業時刻までの時間」から「休憩時間」を差し引いた労

働時間のこと。現在、労働基準法で「40 時間超 44 時間以下」が認められているのは、10 人未満の商業・サービス業等の特

例事業所のみ。 
 

図 9 週所定労働時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9 週所定労働時間（規模別） 

 

 

図 10 週所定労働時間(規模別)
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月平均残業時間 
従業員 1人当たりの月平均残業時間については、図 11のとおり高知県では 8.56 時間で、全国平均

9.77 時間を下回った。 

また、全国平均、高知県平均ともに昨年度（高知県 8.47 時間、全国 10.34 時間）より残業時間は

減少している。 
 

図 11 従業員 1人当たり月平均残業時間（規模別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、業種別でみると、図 12 のとおり月平均残業時間が最も多いのは繊維工業の 18.33 時間で

昨年度の9.40時間からほぼ倍増した。逆に最も少ないのは化学工業の3.00時間、次いで食料品の4.38

時間であった。 

 

図 12 従業員 1人あたり月平均残業時間（業種別） 
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〔設問５〕従業員の有給休暇に関する事項 

年間有給休暇の付与・取得日数 

年間有給休暇の平均付与日数並びに平均取得日数をみたものが図 13である。平均付与日数（16.38

日/昨年度 16.17 日）と平均取得日数（10.67 日/昨年度 10.67 日）から取得率※3を割り出すと高知県

では 65.1％となり、全国平均の 61.0％を超えている。 

（※3）取得率＝平均取得日数／平均付与日数 
 

図 13 年間有給休暇の付与・取得日数（規模別） 

 
 

   また、業種別にみたものが図 14 である。取得日数が最も多いのは情報通信業で 14.33 日、最も少

ないのは繊維工業で 7.00 日となっている。 

図 14 年次有給休暇付与・取得日数（業種別） 
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〔設問６〕同一労働同一賃金に関する事項 

非正規と正規の労働者を比べた同一賃金・同一労働への対応方法(格差解消への取り組み)を示した

ものが図 15 である。高知県では「対象となる従業員はいない」が 39.2％と最も多かったが、対象者が

いる場合の対応方法として、「賞与の支給」が最も多く 22.0％となった。全国でも 26.6％と、同項目

が最も多くなった。 

 図 15 同一労働・同一賃金への対応方法  

 

 

〔設問７〕新規学卒者の採用に関する事項 

新規学卒者の採用計画 

 令和 7 年度の新規学卒者の採用計画については、図 16 のとおり、「採用計画をし、実際に採用し

た」と回答した高知県の事業者は 12.6％、「採用計画をしたが、採用しなかった」は 11.3％、「採

用計画を行わなかった」は 76.2％となっている。 

規模別でみると規模が小さくなるほど「採用計画を行わなかった」と回答した事業者の割合が高く

なった。 

図 16 新規学卒者の採用計画（規模別・産業別） 
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新規学卒者の初任給 

令和 7年 3月新規学卒者に対する１人当たり平均初任給額（令和 7年 6月支給額）について、業種

別にみたものが表 8である。高知県平均は全国平均に及ばないことが多く、全国平均を上回っている

のは、「大学卒」では機械器具の技術系、その他の事務系、情報通信業の技術系、卸・小売業の事務

系、「短大卒」ではその他と建設業の技術系、「専門学校卒」では金属、同製品と情報通信業、建設

業、卸・小売業の技術系、「高校卒」では機械器具と建設業、卸・小売業、サービス業の技術系が全

国平均を上回った。ただし、回答企業が 1社の業種もあるため、必ずしも有意な参考とはならない可

能性もある点はご留意いただきたい。 

     表 8 新規学卒者の初任給（業種別） ≪単純平均≫      

 

  また、製造業・非製造業を合わせて規模別でみると表 9のとおりである。1～9人の事業所では短大

卒(含む高専)の技術系、10～29 人の事業所では高校卒、専門学校卒の技術系、30～99 人の事業所で

は高校卒、専門学校卒、短大卒(含む高専)の技術系、100～300 人の事業所では、専門学校卒、短大卒

(含む高専)、大学卒の技術系及び大学卒の事務系が全国の平均額を上回った。 
 

表 9 新規学卒者の初任給（規模別） ≪単純平均≫
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 新規学卒者の採用充足率 

令和 7 年 3 月卒の新規学卒者の採用充足率については、表 10 のとおり、高知県の充足率は技術系

で 35.0％（全国 30.5％）、事務系で 76.9％（全国 49.3％）、合計で 40.7％（全国 34.7％）となっ

ており、いずれも全国の充足率を上回った。 
 

表 10 新規学卒者の採用充足率 

 
 

 

〔設問８〕中途採用に関する事項 

令和 6年度中途採用者の採用募集 

 令和 6年度中途採用者の採用募集については、図 17のとおり、「採用募集をし、実際に採用した」

と回答した高知県の事業者は 39.9％、「採用募集をしたが、採用しなかった」は 13.6％、「採用募

集を行わなかった」は 46.5％となっており、規模が小さくなるほど「採用募集をし、実際に採用した」

と回答した事業者の割合が低くなっている。 
 

図 17 中途採用者の採用募集及び採用の有無（規模別・産業別） 
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 中途採用者の採用充足率 

令和 6年度の中途採用者の採用充足率は、表 11のとおり、高知県の充足率は 78.5％（全国 77.8％）

となっており、充足率については全国を上回っているが、平均採用人数は下回っている。 

表 11 中途採用者の採用充足率 

 

 

 

中途採用を行った従業員の年齢層 

中途採用を行った従業員の年齢層をみると、製造業・非製造業ともに「25～34歳」が最も多かった。 

表 12 中途採用を行った従業員の年齢層 

 

 

中途採用者を採用する際に最も重視した項目 

中途採用を行う際に最も重視したのは、表 13のとおり、高知県では「職場への適応力があるから」が

最も多かった。 

表 13 中途採用者を採用する際に最も重視した項目 
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〔設問９〕賃金改定に関する事項 

賃金改定の実施状況 

 令和 7 年 1月 1 日から調査時点（7 月 1日）までの賃金改定状況についてみると、図 18 のとおり、

「引上げた」と回答した事業所の割合は、高知県 57.3%（前年比▲5.0％）、全国 55.9%（同▲4.7％）

となっており、いずれも前年の割合を下回っている。 

産業別で「引上げた」と回答した事業所の割合をみると、高知県では製造業が 60.3％（同▲3.5%）、

非製造業が 54.2％（同▲6.6％）となり、製造業では「引下げた」と回答した事業所は無かった。ま

た、規模が大きくなるほど「引上げた」と回答した事業者の割合が高くなっており、従業員 100～300

人規模では「引上げた」が 100％となっている。 

 

図 18 賃金改定の実施状況（産業別・規模別） 
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平均昇給 

令和 7 年 1 月 1 日から調査時点（7 月 1日）までの間に、常用労働者の賃金改定（引上げた・引下

げた・凍結）を実施した事業所についての調査結果を業種別にみたものが表 14となっている。 

高知県の平均昇給額（単純平均）は 9,612 円（全国平均 10,216 円）、平均昇給率（単純平均）は

3.84％（全国平均 3.81％）と、金額ベースでは全国平均を下回ったものの、平均昇給率では全国平均

を上回った。 

業種別で最も平均昇給額が高かったのは、製造業では「木材・木製品」の 14,174 円（昇給率 5.64％）、

非製造業では「建設業（職別工事業）」の 15,004 円（昇給率 5.47％）となっている。 
 

   表 14 平均昇給（業種別） 

 
 

また、規模別にみると表 15 のとおり、平均昇給率（単純平均）が最も高いのは従業員「100～300

人」の事業所で 4.22％、最も低いのは従業員「30～99 人」の事業所で 3.49％となっている。 

これを加重平均でみると、最も高いのは従業員「100～300 人」が 4.28％、最も低いのは従業員「1

～9 人」で 3.45％となっている。 

表 15 平均昇給（規模別） 
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賃金改定の具体的内容（複数回答） 

賃金改定を具体的にどのような形で実施したのかについて、図 19 のとおり製造業・非製造業とも

に「定期昇給」が最も多くなった。また、製造業においては「基本給の引上げ（定期昇給制度のない

事業所）」の割合が 38.5％と非製造業より高い傾向がみられた。 
 

図 19 賃金改定の具体的内容 

 

賃金改定の決定要素（複数回答） 

賃金改定（引上げた・7 月以降引上げる予定）の決定の際に、どのような要素を重視したかについ

ては、図 20のとおり、製造業においては「企業の業績」「労働力の確保・定着」（同率で 53.8％）、

非製造業においては「労働力の確保・定着」（56.5％）、「物価の動向」（46.4％）が大きくなって

いる。 

図 20 賃金改定の決定要素 
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〔設問１０〕労働組合に関する事項 

労働組合の有無 

 労働組合の組織率（労働組合の有無）については、表 16 のとおり、高知県における労働組合の組

織率は、製造業においては全国平均を上回っているが、非製造業においては全国平均より下回ってい

る。産業別では高知県・全国ともに製造業が非製造業より組織率が高くなっている。 

 

表 16 労働組合の有無（産業別・規模別） 
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〔設問１１〕労使コミュニケーションに関する事項 

労使意見の収集・協議を行う機会や場 

  労使の意見を収集し、協議を行う機会や場については表 17のとおり、「特に設けていない」が多数

を占めた。これは全国的な傾向と変わりなく、高知県においても業種に関わらず同じ傾向である。 

表 17 労働組合の有無（業種別） 

                              

  
 
労使協議の機会や場で行っている協議内容 

労使協議の機会や場で行っている協議内容として、製造業・非製造業ともに「労働時間・休日・休

暇に関する事項」が最も多くなった（64.7％・68.8％）。 

また、製造業においては「生産性向上（品質管理）に関する事項」（55.9％）、「安全衛生に関す

る事項」（52.9％）が、非製造業においては「安全衛生に関する事項」（53.1％）、「生産性向上（品

質管理）に関する事項」「教育訓練計画に関する事項」と「福利厚生・文化・体育・レジャー活動に

関する事項」（同率 37.5％）が続いた。 

 
表 18 労使協議内容 
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令和７年度 中小企業労働事情実態調査 高知県中央会独自アンケート集計結果 

 

概要 

  本年度は設問 1「従業員の採用方法について」及び設問 2「従業員募集への応募状況について」は令

和 5 年度及び 6年度の 2ヶ年分と今年度を比較することとした。 

  なお、アンケートは 600 事業所に発送し、回答があったのは 157 事業所、アンケート回収率は 26.2%

であった。 

 

１．従業員の採用方法について 

 （１）採用者の内訳 

    従業員の採用については、「新卒・既卒ともに採用」が最も多く、「既卒者中心」がこれに続

いている。「新卒中心」は最も割合が低く、上位 2項目とは大きな差がある。この傾向は令和５

年から変わっていない。 

採用者の内訳  
令和 7 年 令和 6 年 令和 5 年 

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 

新卒中心 5 3.5% 7 3.5% 7 3.4% 

既卒者中心 62 44.0% 84 42.4% 85 41.7% 

新卒・既卒ともに採用 74 52.5% 107 54.0% 112 54.9% 

計 141 100.0% 198 100.0% 204 100.0% 

 

 

  

3.5% 3.5% 3.4%

44.0% 42.4% 41.7%

52.5% 54.0% 54.9%
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（２）募集方法 

募集方法についても令和 5年以降同様の傾向が続いている。年によって割合に変化は見られる

ものの、「ハローワーク」が約半分を占めており、次に「知人等の紹介」が続いている。令和 7

年度の「その他」においては、Web 媒体や求人雑誌の活用以外にも、各種説明会や学校推薦など

の事例が報告された。 

  

令和 7 年 令和 6 年 令和 5 年 

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 

ハローワーク 106 49.1% 164 53.2% 171 50.0% 

人材派遣会社 18 8.3% 36 11.7% 29 8.5% 

知人等の紹介 64 29.6% 78 25.3% 103 30.1% 

その他 28 13.0% 30 9.7% 39 11.4% 

計 216 100.0% 308 100.0% 342 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※その他意見 

 ・Web 媒体（ミイダス、インディード、マイナビ、ケンジンなど） 

・県、労働局、高知新聞社等主催の説明会 

・自社ホームページ 

・学校推薦 

   ・求人雑誌(週刊ガイド高知など) 

・実習など体験学習からの就職 

・外国人技能実習制度を活用 

・林業大学校との連携 

・親会社紹介など  
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２．従業員募集への応募状況について 

応募状況についても令和 5年からの傾向は変わらないが、徐々に「募集すれば集まる」の割合が

低くなってきている。    

応募状況 

 

令和 7 年 令和 6 年 令和 5 年 

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 

募集すれば集まる 83 62.9% 138 68.0% 146 69.5% 

募集をかけても集まらない 49 37.1% 65 32.0% 64 30.5% 

計 132 100.0% 203 100.0% 210 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）募集すれば集まる 

「募集をすれば集まる」の内訳に関しては、年によって割合に違いはあるものの「時間はか

かるが応募はある」が圧倒的に多くなっている。 

 

令和 7 年 令和 6 年 令和 5 年 

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 

希望の期限内に応募がある 9 10.8% 19 13.8% 27 17.5% 

時間はかかるが応募はある 74 89.2% 119 86.2% 127 82.5% 

計 83 100.0% 138 100.0% 154 100.0% 

 

（２）募集をかけても集まらない 

募集をかけても集まらない企業はそれぞれが様々な対応をしており、その具体的な方法につ

いては下記の通りとなっている。 

●対応方法等 

・外国人材の活用（外国人技能実習生の受入など） ・ハローワークの活用 

・ジョブカフェこうち                           ・若年者地域連携運営事務局 

・自社ホームページのリニューアルなどを検討     ・テレビ CM等での PR   

・僻地だから集まらない                         ・待つのみ 

・知人などに紹介を依頼                         ・企業説明会に参加 

・合同説明会などに出席 
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３．人事・労務について  

    （１）今かかえている課題（複数回答） 

       1 番多い回答は「人手不足」で約 3 割、「採用難・離職率の高さ」「若手職員の定着」と続い

た。 

  件数   件数 

①採用難・離職率の高さ 46 ②人手不足 59 

③労働時間の長さ 9 ④若手社員の定着 35 

⑤法令対応 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）その他、政府・自治体に期待する支援策 

・Uターン・Iターン・移住者への住居費他の補助      

・製造業内で人手不足に対応できる（OFF-JT に対し専門家を派遣する）支援策など  

・例えば一定の業種に特化した支援があれば       

・賃金について、税の控除額を抑制し、可処分所得を増やす施策を考えて欲しい   

・業界別、部門別の求職者対応が必要        

・県外に出た学生や、中途採用希望者との接触の機会を増やしてほしい    

・5 年、10年定着で国や県から本人への祝い金など      

・地元での新卒者マッチング、農林水産業の魅力向上を発信。若者にとって魅力的な事業へ支援（ロ

ケット発射場等）          

・人手が余っている          

・減税すれば多くの問題が緩和 

・内容的に誰でも OK という感じではない。手先の器用さが必要    

・高知県も移住政策に予算を使っていると思うが、少ない日本人を全県下で奪い合うより高知県は

移住に不利な面が多くあると思う。右に倣えの取り組みではなく、高知で商業、第一次産業をし

てよかったと思えるような取り組みをしていただきたい  
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４．外国人材の雇用について 

（１）①雇用状況 

    外国人材の雇用については、7 割以上の企業が「外国人材の活用の予定はない」と回答してい

る一方、1割以上の企業においては、すでに外国人材を活用しているとの回答が得られた。   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  件数 

① 外国人技能実習生の受入を検討している 8 

② 特定技能外国人の受入を検討している 4 

③ 高度人材の受入を検討している 2 

④ 外国人材の活用の予定は無い 118 

⑤ すでに外国人材を活用している 22 
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②受入れている外国人の在留資格について 

  「すでに外国人材を活用している」とした回答のうち、受入れている外国人の在留資格については

「外国人技能実習生」と「特定技能外国人」が大きな割合を占めており、ごく少数ではあるが「高度 

人材」が続いている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）関心がある国名 

      「関心がある国名」について回答があった中で、最も多い回答は「ベトナム」となった。 

次いで「ミャンマー」、「インドネシア」、「インド、フィリピン」が続いた。 

   件数 

ベトナム   8 

ミャンマー   6 

インドネシア   5 

インド、フィリピン   4 

中国、台湾   2 

カンボジア   1 

 

    件数 

外国人技能実習生 14 

特定技能外国人 12 

高度人材 2 

留学生 0 

その他 1 
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（３）技能実習制度から育成就労制度に変わることについて「期待できる点」、「不安な点」 

 ●期待できる点          

・技術の向上           

・真面目で勤勉で長期定着していただきたい       

・日本語能力レベルの高い人材の確保        

・日本国内においての人材増が見込まれること、日本国内で働きたい人には良い制度だと思う  

・人手不足分野においては助かるかもしれない       

・長期的に日本で就労可能になるので人事計画に組み込める     

・県内で若い方の働く人が少ないと思うので少しでも増えて欲しい     

・特定技能へ移行しやすい         

・永住許可を取得できるようなスキルアップした人材      

・労働力及び人材の確保         

・転籍された場合、受入コストの負担についての補償制度がしっかり制度がしっかり出来れば安心し

て受け入れできる         

・増員           

・長くいてくれる          

・人手不足の解消につながればと思う        

・コミュニケーション能力（日本語の習得）の向上      

・人手不足の会社が募集しやすく、人材が集まりやすくなれば良い     

・日本語習得          

            

●不安な点           

・言葉の壁           

・送出し機関に支払った費用・借金の有無と企業負担      

・日本人（自分達）でも転職が多い自由な今、なじめるなじめないや見えないところでの人権差別増、

外国人労働者への理解、改善（生活や転職）制度が合う人合わない人等やってみないとわからない

と思う           

・待遇面での差があり、Cost up に繋がる可能性あり      

・他社への転職・転籍（賃金の高い都会への移動）      

・言い方が変わっても、犯罪や不法就労が無くならないのでは     

・転職が可能になること         

・選別体制の強化、不良仲介業者の排除        

・逃亡           

・3年間の技能実習生への初期投資額（一人当たり 150～200 万円）が回収できなくなる。3年間かけ

てやっと技能資格や運転免許等を取得させたのに別会社（特に都会の）が給料 1700 円／hなどで一

本釣りするなどして初期投資もいらずに移籍してしまうこと     

・帰国           

・日本での生活 

・ころころ会社を変えられたら困る        

・そもそも外国人労働に頼るのは最後の手段。この国はまだまだできることはある  

・雇用関係の手続き等          

・どこまで制度移行で実習生の技能が向上できるのか      
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中小企業労働事情実態調査票 
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高知県中央会 独自アンケート 
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都道府県コード 

 

事業所コード 

 

地域ｺｰﾄﾞ  
                 令和７年６月 

（左欄は記入しないでください。） 
       

 

令和７年度 中小企業労働事情実態調査ご協力のお願い 
 
 中小企業団体中央会では、中小企業における労働事情を的確に把握し、適正な労働対策を推進することを目的に、本年度も全国一斉
に標記調査を実施することとなりました。 
 つきましては、ご繁忙の折誠に恐縮ですが、趣旨をご理解いただき、調査へのご協力をよろしくお願い申し上げます。  

令令和和７７年年度度  中中小小企企業業労労働働事事情情実実態態調調査査票票 

記記入入ににつついいててののおお願願いい  

◎◎  調調査査時時点点：：令令和和７７年年７７月月１１日日（（火火））    ◎◎  調調査査締締切切：：令令和和７７年年７７月月１１４４日日（（月月）） 
 
◇◇秘秘密密のの厳厳守守    調査票にご記入くださいました事項については、企業と個人の情報の秘密を厳守し、統計以外の目的に用いる 

ことはいたしませんので、ありのままをご記入ください。また、記入担当者名などの個人情報につきましては、 
本調査に係る問合せ以外には使用いたしません。  

◇◇ごご記記入入方方法法   質問ごとの指示により該当欄に数字等をご記入いただくか、該当する項目の番号に〇をつけてください 
（７７月月１１日日（（火火））現現在在でご記入ください）。  

◇◇おお問問合合せせ先先    調査票のご記入に当たっての不明な点など、調査に関しますお問合せ先は、下記までお願いいたします。 
調査票は７７月月１１４４日日（（月月））ままででにご返送ください。 

 

 

 

 

 

 
 
貴貴事事業業所所全全体体のの概概要要ににつついいてておお答答ええくくだだささいい。。  

   貴事業所の名称  記入担当者名  

   所  在  地 
(〒    －      ) 
 
 

電 話 番 号      （     ）      

Ｆ Ａ Ｘ番 号      （     ）      

   業  種（最最もも売売上上高高のの多多いい事事業業のの業業種種のの番番号号を以下の１１．．～～1199．．の中から選び１１つつだだけけにに○○） 

１．食料品、飲料・たばこ・飼料製造業    ２．繊維工業          ３．木材・木製品、家具・装備品製造業 

４．印刷・同関連業             ５．窯業・土石製品製造業    ６．化学工業、石油・石炭製品、ゴム製品製造業 

７．鉄鋼業、非鉄金属、金属製品製造業    ８．生産用・業務用・電気・情報通信・輸送用機械器具製造業 

９．パルプ・紙・紙加工品、プラスチック製品、なめし革・同製品・毛皮、その他の製造業 

10．情報通信業〔通信業、放送業、情報サービス業、インターネット付随サービス業、映像・音声・文字情報制作業〕 

11．運輸業                 12．総合工事業         13．職別工事業（設備工事業を除く） 

14．設備工事業               15．卸売業           16．小売業 

17．対事業所サ－ビス業〔物品賃貸業、専門サービス業、広告業、技術サービス業、廃棄物処理業､職業紹介･労働者派遣業､その他の事業サービス業等〕 

18．対個人サービス業〔宿泊業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、 

           社会保険・社会福祉・介護事業、自動車整備業、機械等修理業〕 

19．その他（具体的に：                   ） 
 

設設問問１１））現現在在のの従従業業員員数数ににつついいてておお答答ええくくだだささいい。。 

 ① 令和７年７月１日現在の雇用形態別の従業員数（役員を除く）を男女別に枠内にご記入ください。また、従業員のうち常用労働者数をご記入ください。

「前年比」の欄は、昨年と比べて「増加した＝１」「変わらない＝２」「減少した＝３」のいずれかに〇を付けてください。 

 正 社 員 パートタイマー 派  遣 嘱託・契約社員 その他 合 計 
 

 
常用労働者数 
(派遣を除く) 

男 性 人 人 人 人 人 人 男 性 人 

前年比 1 2 3  1 2 3  1 2 3  1 2 3  1 2 3  1 2 3  前年比 1 2 3  

女 性 人 人 人 人 人 人 女 性 人 

前年比 1 2 3  1 2 3  1 2 3  1 2 3  1 2 3  1 2 3  前年比 1 2 3  

〔注〕(1)「パートタイマー」とは、１日の所定労働時間が貴事業所の一般労働者より短い者、または１日の所定労働時間は同じでも１週の所定労働日数が少ない者です。 
   (2)「派遣」とは、労働者派遣契約に基づき、他社（派遣元）から貴事業所に派遣されている者。常用労働者には含みません。 
   (3)「常用労働者」とは、貴事業所が直接雇用する従業員のうち、次のいずれかに該当する者です。なお、パートタイマーであっても、下記の①に該当す

る場合は常用労働者に含みます。 
     ① 期間を決めずに雇われている者、または１ヵ月以上の期間を決めて雇われている者 
     ② 事業主の家族で、貴事業所にて働いている者のうち、常時勤務して毎月給与が支払われている者 
   (4)「その他」にはアルバイト等、記載の雇用形態の項目に当てはまらない他の形態の人数を記入してください。

㊙ 

 

（
う
ち
常
用
労
働
者
） 
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設設問問２２））経経営営ににつついいてておお答答ええくくだだささいい。。  

  ①①  現現在在のの経経営営状状況況はは１１年年前前とと比比べべてていいかかががでですすかか。。（（１１つつだだけけにに〇〇））  

１．良 い             ２．変わらない             ３．悪 い 

 

  ②②  現現在在行行っってていいるる主主要要なな事事業業ににつついいてて、、今今後後どどののよよううににししてていいくくおお考考ええでですすかか。。（（１１つつだだけけにに〇〇））  

１．強化拡大    ２．現状維持    ３．縮 小    ４．廃 止    ５．その他（        ） 

 

  ③③  現現在在、、経経営営上上どどののよよううななここととがが障障害害ととななっってていいまますすかか。。（（３３つつ以以内内にに○○））  

１．労働力不足（量の不足）   ２．人材不足（質の不足）      ３．労働力の過剰        ４．人件費の増大 

５．販売不振・受注の減少    ６．製品開発力・販売力の不足    ７．同業他社との競争激化    ８．光熱費・原材料・仕入品の高騰 

９．製品価格（販売価格）の下落 10．納期・単価等の取引条件の厳しさ 11．金融・資金繰り難      12．環境規制の強化 

 

  ④④  経経営営上上のの強強みみははどどののよよううななととこころろににあありりまますすかか。。（（３３つつ以以内内にに○○））  

１．製品・サービスの独自性      ２．技術力・製品開発力    ３．生産技術・生産管理能力     ４．営業力・マーケティング力 

５．製品・サービスの企画力・提案力  ６．製品の品質・精度の高さ  ７．顧客への納品・サービスの速さ  ８．企業・製品のブランド力 

９．財務体質の強さ・資金調達力     10．優秀な仕入先・外注先   11．商品・サービスの質の高さ    12．組織の機動力・柔軟性 

 

  ⑤⑤  過過去去３３年年間間((令令和和４４年年７７月月１１日日かからら令令和和７７年年６６月月3300日日))にに労労働働生生産産性性をを高高めめよよううととししてて行行っったた取取組組みみををおお答答ええくくだだささいい。。（（該該当当すするるすすべべててにに○○））  

１．新製品・サービスの開発力      ２．既存の商品・サービスの付加価値を高める技術力（現場力） ３．顧客・販路を拡大する営業力 

４．技術革新への対応力         ５．グローバル化                      ６．ＤＸ投資（自動化、省力化） 

７．権限委譲、裁量権の拡大       ８．仕事内容・進め方の見直し                ９．仕事に求める成果の明確化 

10．さらなるコスト削減         11．女性、高齢者など多様な人材の活用            12．教育訓練、能力開発 

13．成果・業績で評価する人事・処遇制度 14．長時間労働の解消（残業の削減等）            15．職場のコミュニケーションの円滑化 

16．メンタルヘルス対策、健康確保策   17．行っていない                      18．その他（         ） 

 

設設問問３３））１１年年前前とと比比較較ししたた原原材材料料費費、、人人件件費費（（賃賃金金等等））アアッッププ等等にに対対すするる販販売売価価格格へへのの転転嫁嫁のの状状況況ををおお答答ええくくだだささいい。。  

  ①①  原原材材料料費費、、人人件件費費等等のの増増加加にによよるる販販売売・・受受注注価価格格へへのの転転嫁嫁状状況況をを最最もも売売上上高高のの多多いい事事業業のの業業種種ででおお答答ええくくだだささいい。。（（１１つつだだけけにに〇〇））  

★★「「１１．．」」にに〇〇ををししたた事事業業所所はは②②のの質質問問にに、、「「２２．．」」とと「「３３．．」」にに〇〇ををししたた事事業業所所はは③③のの質質問問ににおお答答ええくくだだささいい。。  

１．価格引上げ(転嫁)を実現した      ２．価格引上げの交渉中               ３．これから価格引上げの交渉を行う 
 

４．価格を引き下げた（またはその予定）  ５．価格転嫁はしていない（価格変動の影響はない）  ６．価格転嫁は実現しなかった 

７．対応未定               ８．その他（                 ） 
 

  ②②  価価格格転転嫁嫁のの転転嫁嫁内内容容とと転転嫁嫁率率はは何何パパーーセセンントトかか項項目目ごごととににおお答答ええくくだだささいい。。（（項項目目ごごとと１１つつだだけけにに〇〇））  

項 目 10％未満 10～30％未満 30～50％未満 50～70％未満 70～100％未満 100％以上 

１．全 体 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

２．原材料費分 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

３．人 件 費 分 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

４．利益確保分 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

〔注〕(1)価格転嫁率は、１年前（令和６年度７月１日時点）の商品・サービスのコストと比較して、現在（令和７年度７月１日時点）上昇したコスト分の  
何パーセントを販売価格へ転嫁することができたかの割合。  例）コストが100円上昇し、36.6円を販売価格に転嫁させた場合 → 価格転嫁率36.6％ 

 

  ③③  原原材材料料費費、、人人件件費費、、利利益益をを含含めめたた販販売売価価格格へへのの転転嫁嫁予予定定内内容容ををおお答答ええくくだだささいい。。（（該該当当すするるすすべべててにに〇〇））  

１．原材料費分を転嫁予定  ２．人件費引上げ分を転嫁予定  ３．利益確保分を転嫁予定  ４．その他（         ） 

 

設設問問４４））従従業業員員のの労労働働時時間間ににつついいてておお答答ええくくだだささいい。。  

  ①①  従従業業員員（（パパーートトタタイイママーーななどど短短時時間間労労働働者者をを除除くく））のの週週所所定定労労働働時時間間はは何何時時間間でですすかか（（残残業業時時間間、、休休憩憩時時間間はは除除くく））。。  

      職職種種やや部部門門にによよっってて異異ななるる場場合合はは、、最最もも多多くくのの従従業業員員にに適適用用さされれてていいるる時時間間ををおお答答ええくくだだささいい。。（（１１つつだだけけにに〇〇））  

１．38時間以下    ２．38時間超40時間未満    ３．40時間    ４．40時間超44時間以下    ５．その他（         ） 

〔注〕(1)所定労働時間は、就業規則等に定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を差し引いた時間です。 
   (2)現在、労働基準法で40時間超44時間以下が認められているのは、10人未満の商業･サービス業等の特例事業所のみです。 
 

  ②②  令令和和６６年年のの従従業業員員１１人人当当たたりりのの月月平平均均残残業業時時間間（（時時間間外外労労働働・・休休日日労労働働））ををごご記記入入くくだだささいい。。  
  

従業員１人当たり 月月平平均均残残業業時時間間   時間 ※小数点以下四捨五入 ※残業時間がない場合は「０」を記入 

  
〔注〕(1)固定残業を取り入れている場合は、固定残業時間内の平均を記入してください。 
   (2)時間外労働（休日労働は含まず）の上限は、原則として月45時間となります。 
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都道府県コード 

 

事業所コード 

 

地域ｺｰﾄﾞ  
                 令和７年６月 

（左欄は記入しないでください。） 
       

 

令和７年度 中小企業労働事情実態調査ご協力のお願い 
 
 中小企業団体中央会では、中小企業における労働事情を的確に把握し、適正な労働対策を推進することを目的に、本年度も全国一斉
に標記調査を実施することとなりました。 
 つきましては、ご繁忙の折誠に恐縮ですが、趣旨をご理解いただき、調査へのご協力をよろしくお願い申し上げます。  

令令和和７７年年度度  中中小小企企業業労労働働事事情情実実態態調調査査票票 

記記入入ににつついいててののおお願願いい  

◎◎  調調査査時時点点：：令令和和７７年年７７月月１１日日（（火火））    ◎◎  調調査査締締切切：：令令和和７７年年７７月月１１４４日日（（月月）） 
 
◇◇秘秘密密のの厳厳守守    調査票にご記入くださいました事項については、企業と個人の情報の秘密を厳守し、統計以外の目的に用いる 

ことはいたしませんので、ありのままをご記入ください。また、記入担当者名などの個人情報につきましては、 
本調査に係る問合せ以外には使用いたしません。  

◇◇ごご記記入入方方法法   質問ごとの指示により該当欄に数字等をご記入いただくか、該当する項目の番号に〇をつけてください 
（７７月月１１日日（（火火））現現在在でご記入ください）。  

◇◇おお問問合合せせ先先    調査票のご記入に当たっての不明な点など、調査に関しますお問合せ先は、下記までお願いいたします。 
調査票は７７月月１１４４日日（（月月））ままででにご返送ください。 

 

 

 

 

 

 
 
貴貴事事業業所所全全体体のの概概要要ににつついいてておお答答ええくくだだささいい。。  

   貴事業所の名称  記入担当者名  

   所  在  地 
(〒    －      ) 
 
 

電 話 番 号      （     ）      

Ｆ Ａ Ｘ番 号      （     ）      

   業  種（最最もも売売上上高高のの多多いい事事業業のの業業種種のの番番号号を以下の１１．．～～1199．．の中から選び１１つつだだけけにに○○） 

１．食料品、飲料・たばこ・飼料製造業    ２．繊維工業          ３．木材・木製品、家具・装備品製造業 

４．印刷・同関連業             ５．窯業・土石製品製造業    ６．化学工業、石油・石炭製品、ゴム製品製造業 

７．鉄鋼業、非鉄金属、金属製品製造業    ８．生産用・業務用・電気・情報通信・輸送用機械器具製造業 

９．パルプ・紙・紙加工品、プラスチック製品、なめし革・同製品・毛皮、その他の製造業 

10．情報通信業〔通信業、放送業、情報サービス業、インターネット付随サービス業、映像・音声・文字情報制作業〕 

11．運輸業                 12．総合工事業         13．職別工事業（設備工事業を除く） 

14．設備工事業               15．卸売業           16．小売業 

17．対事業所サ－ビス業〔物品賃貸業、専門サービス業、広告業、技術サービス業、廃棄物処理業､職業紹介･労働者派遣業､その他の事業サービス業等〕 

18．対個人サービス業〔宿泊業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、 

           社会保険・社会福祉・介護事業、自動車整備業、機械等修理業〕 

19．その他（具体的に：                   ） 
 

設設問問１１））現現在在のの従従業業員員数数ににつついいてておお答答ええくくだだささいい。。 

 ① 令和７年７月１日現在の雇用形態別の従業員数（役員を除く）を男女別に枠内にご記入ください。また、従業員のうち常用労働者数をご記入ください。

「前年比」の欄は、昨年と比べて「増加した＝１」「変わらない＝２」「減少した＝３」のいずれかに〇を付けてください。 

 正 社 員 パートタイマー 派  遣 嘱託・契約社員 その他 合 計 
 

 
常用労働者数 
(派遣を除く) 

男 性 人 人 人 人 人 人 男 性 人 

前年比 1 2 3  1 2 3  1 2 3  1 2 3  1 2 3  1 2 3  前年比 1 2 3  

女 性 人 人 人 人 人 人 女 性 人 

前年比 1 2 3  1 2 3  1 2 3  1 2 3  1 2 3  1 2 3  前年比 1 2 3  

〔注〕(1)「パートタイマー」とは、１日の所定労働時間が貴事業所の一般労働者より短い者、または１日の所定労働時間は同じでも１週の所定労働日数が少ない者です。 
   (2)「派遣」とは、労働者派遣契約に基づき、他社（派遣元）から貴事業所に派遣されている者。常用労働者には含みません。 
   (3)「常用労働者」とは、貴事業所が直接雇用する従業員のうち、次のいずれかに該当する者です。なお、パートタイマーであっても、下記の①に該当す

る場合は常用労働者に含みます。 
     ① 期間を決めずに雇われている者、または１ヵ月以上の期間を決めて雇われている者 
     ② 事業主の家族で、貴事業所にて働いている者のうち、常時勤務して毎月給与が支払われている者 
   (4)「その他」にはアルバイト等、記載の雇用形態の項目に当てはまらない他の形態の人数を記入してください。

㊙ 

 

（
う
ち
常
用
労
働
者
） 
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設設問問２２））経経営営ににつついいてておお答答ええくくだだささいい。。  

  ①①  現現在在のの経経営営状状況況はは１１年年前前とと比比べべてていいかかががでですすかか。。（（１１つつだだけけにに〇〇））  

１．良 い             ２．変わらない             ３．悪 い 

 

  ②②  現現在在行行っってていいるる主主要要なな事事業業ににつついいてて、、今今後後どどののよよううににししてていいくくおお考考ええでですすかか。。（（１１つつだだけけにに〇〇））  

１．強化拡大    ２．現状維持    ３．縮 小    ４．廃 止    ５．その他（        ） 

 

  ③③  現現在在、、経経営営上上どどののよよううななここととがが障障害害ととななっってていいまますすかか。。（（３３つつ以以内内にに○○））  

１．労働力不足（量の不足）   ２．人材不足（質の不足）      ３．労働力の過剰        ４．人件費の増大 

５．販売不振・受注の減少    ６．製品開発力・販売力の不足    ７．同業他社との競争激化    ８．光熱費・原材料・仕入品の高騰 

９．製品価格（販売価格）の下落 10．納期・単価等の取引条件の厳しさ 11．金融・資金繰り難      12．環境規制の強化 

 

  ④④  経経営営上上のの強強みみははどどののよよううななととこころろににあありりまますすかか。。（（３３つつ以以内内にに○○））  

１．製品・サービスの独自性      ２．技術力・製品開発力    ３．生産技術・生産管理能力     ４．営業力・マーケティング力 

５．製品・サービスの企画力・提案力  ６．製品の品質・精度の高さ  ７．顧客への納品・サービスの速さ  ８．企業・製品のブランド力 

９．財務体質の強さ・資金調達力     10．優秀な仕入先・外注先   11．商品・サービスの質の高さ    12．組織の機動力・柔軟性 

 

  ⑤⑤  過過去去３３年年間間((令令和和４４年年７７月月１１日日かからら令令和和７７年年６６月月3300日日))にに労労働働生生産産性性をを高高めめよよううととししてて行行っったた取取組組みみををおお答答ええくくだだささいい。。（（該該当当すするるすすべべててにに○○））  

１．新製品・サービスの開発力      ２．既存の商品・サービスの付加価値を高める技術力（現場力） ３．顧客・販路を拡大する営業力 

４．技術革新への対応力         ５．グローバル化                      ６．ＤＸ投資（自動化、省力化） 

７．権限委譲、裁量権の拡大       ８．仕事内容・進め方の見直し                ９．仕事に求める成果の明確化 

10．さらなるコスト削減         11．女性、高齢者など多様な人材の活用            12．教育訓練、能力開発 

13．成果・業績で評価する人事・処遇制度 14．長時間労働の解消（残業の削減等）            15．職場のコミュニケーションの円滑化 

16．メンタルヘルス対策、健康確保策   17．行っていない                      18．その他（         ） 

 

設設問問３３））１１年年前前とと比比較較ししたた原原材材料料費費、、人人件件費費（（賃賃金金等等））アアッッププ等等にに対対すするる販販売売価価格格へへのの転転嫁嫁のの状状況況ををおお答答ええくくだだささいい。。  

  ①①  原原材材料料費費、、人人件件費費等等のの増増加加にによよるる販販売売・・受受注注価価格格へへのの転転嫁嫁状状況況をを最最もも売売上上高高のの多多いい事事業業のの業業種種ででおお答答ええくくだだささいい。。（（１１つつだだけけにに〇〇））  

★★「「１１．．」」にに〇〇ををししたた事事業業所所はは②②のの質質問問にに、、「「２２．．」」とと「「３３．．」」にに〇〇ををししたた事事業業所所はは③③のの質質問問ににおお答答ええくくだだささいい。。  

１．価格引上げ(転嫁)を実現した      ２．価格引上げの交渉中               ３．これから価格引上げの交渉を行う 
 

４．価格を引き下げた（またはその予定）  ５．価格転嫁はしていない（価格変動の影響はない）  ６．価格転嫁は実現しなかった 

７．対応未定               ８．その他（                 ） 
 

  ②②  価価格格転転嫁嫁のの転転嫁嫁内内容容とと転転嫁嫁率率はは何何パパーーセセンントトかか項項目目ごごととににおお答答ええくくだだささいい。。（（項項目目ごごとと１１つつだだけけにに〇〇））  

項 目 10％未満 10～30％未満 30～50％未満 50～70％未満 70～100％未満 100％以上 

１．全 体 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

２．原材料費分 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

３．人 件 費 分 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

４．利益確保分 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

〔注〕(1)価格転嫁率は、１年前（令和６年度７月１日時点）の商品・サービスのコストと比較して、現在（令和７年度７月１日時点）上昇したコスト分の  
何パーセントを販売価格へ転嫁することができたかの割合。  例）コストが100円上昇し、36.6円を販売価格に転嫁させた場合 → 価格転嫁率36.6％ 

 

  ③③  原原材材料料費費、、人人件件費費、、利利益益をを含含めめたた販販売売価価格格へへのの転転嫁嫁予予定定内内容容ををおお答答ええくくだだささいい。。（（該該当当すするるすすべべててにに〇〇））  

１．原材料費分を転嫁予定  ２．人件費引上げ分を転嫁予定  ３．利益確保分を転嫁予定  ４．その他（         ） 

 

設設問問４４））従従業業員員のの労労働働時時間間ににつついいてておお答答ええくくだだささいい。。  

  ①①  従従業業員員（（パパーートトタタイイママーーななどど短短時時間間労労働働者者をを除除くく））のの週週所所定定労労働働時時間間はは何何時時間間でですすかか（（残残業業時時間間、、休休憩憩時時間間はは除除くく））。。  

      職職種種やや部部門門にによよっってて異異ななるる場場合合はは、、最最もも多多くくのの従従業業員員にに適適用用さされれてていいるる時時間間ををおお答答ええくくだだささいい。。（（１１つつだだけけにに〇〇））  

１．38時間以下    ２．38時間超40時間未満    ３．40時間    ４．40時間超44時間以下    ５．その他（         ） 

〔注〕(1)所定労働時間は、就業規則等に定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を差し引いた時間です。 
   (2)現在、労働基準法で40時間超44時間以下が認められているのは、10人未満の商業･サービス業等の特例事業所のみです。 
 

  ②②  令令和和６６年年のの従従業業員員１１人人当当たたりりのの月月平平均均残残業業時時間間（（時時間間外外労労働働・・休休日日労労働働））ををごご記記入入くくだだささいい。。  
  

従業員１人当たり 月月平平均均残残業業時時間間   時間 ※小数点以下四捨五入 ※残業時間がない場合は「０」を記入 

  
〔注〕(1)固定残業を取り入れている場合は、固定残業時間内の平均を記入してください。 
   (2)時間外労働（休日労働は含まず）の上限は、原則として月45時間となります。 
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設設問問５５））従従業業員員のの有有給給休休暇暇ににつついいてておお答答ええくくだだささいい。。  

  ①①  令令和和６６年年のの従従業業員員１１人人当当たたりりのの年年次次有有給給休休暇暇のの平平均均付付与与日日数数・・取取得得日日数数ををごご記記入入くくだだささいい。。  ※※小小数数点点以以下下四四捨捨五五入入。。  
  

従業員１人当たり 平平均均付付与与日日数数               日    従業員１人当たり 平平均均取取得得日日数数               日 

  
〔注〕(1)付与日数は前年からの繰越分を除き、当年に取得可能として付与した日数を指します。 
 

設設問問６６））同同一一労労働働同同一一賃賃金金へへのの対対応応ににつついいてておお答答ええくくだだささいい。。  

  ①①  非非正正規規とと正正規規のの労労働働者者をを比比べべたた同同一一労労働働同同一一賃賃金金へへのの対対応応（（格格差差解解消消へへのの取取組組みみ））状状況況ににつついいてておお答答ええくくだだささいい。。（（該該当当すするるすすべべててにに○○）） 

１．定期昇給の実施                 ２．手当の支給               ３．賞与の支給 

４．退職金制度の導入                ５．賃金規定の見直し            ６．責任ある地位への登用 

７．休暇の取得                   ８．福利厚生施設の利用           ９．教育訓練の実施 

10．専門家（支援機関）への相談           11．特に考えていない            12．解消すべき待遇差はない 

13．対象となる従業員はいない            14．その他（              ） 

〔注〕(1)「同一労働同一賃金」とは、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者（無期雇用フルタイム労働者）と非正規雇用労働者（有期雇用
労働者、パートタイム労働者、派遣労働者）の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。 

 

設設問問７７））新新規規学学卒卒者者のの採採用用ににつついいてておお答答ええくくだだささいい。。  
  ①①  令令和和７７年年３３月月新新規規学学卒卒者者のの採採用用計計画画をを行行いいままししたたかか。。（（１１つつだだけけにに〇〇））  
        ★★「「１１．．」」とと「「２２．．」」にに〇〇ををししたた事事業業所所はは②②のの質質問問ににおお答答ええくくだだささいい。。    

１．採用計画をし、実際に採用した  ２．採用計画をしたが、採用しなかった  ３．採用計画を行わなかった 

 

  ②②  令令和和７７年年３３月月新新規規学学卒卒者者のの採採用用結結果果（（技技術術系系ととししてて採採用用ししたた者者以以外外ははすすべべてて事事務務系系にに記記入入））。。 

学 卒 
採用を予定 

していた人数 

実際に採用 

し た 人 数 

１人当たり平均初任給額 

（令和７年６月支給額） 

 

学 卒 
採用を予定 

していた人数 

実際に採用 

し た 人 数 

１人当たり平均初任給額 

（令和７年６月支給額） 

高
校
卒 

技術系 人 人    ,    円 
短
大
卒(

含
高
専)

 

技術系 人 人    ,    円 

事務系 人 人    ,    円 事務系 人 人    ,    円 

専

門

学

校

卒 

 

技術系 人 人    ,    円 
大
学
卒 

技術系 人 人    ,    円 

事務系 人 人    ,    円 事務系 人 人    ,    円 

〔注〕(1)令和７年６月の１ヵ月間に支給した１人当たり平均初任給額は通勤手当を除いた所定内賃金（P4参照）総額を対象となる人数で除した金額（税込額）
を記入してください。 

   (2)専門学校卒は、高校卒業を入学の資格とした専修学校専門課程（２年制以上）を卒業した者が対象となります。 
 

設設問問８８））中中途途採採用用ににつついいてておお答答ええくくだだささいい。。  
  ①①  令令和和６６年年度度にに中中途途採採用用のの募募集集をを行行いい、、令令和和７７年年７７月月１１日日現現在在ままででにに採採用用をを行行いいままししたたかか（（新新規規学学卒卒者者のの採採用用をを除除くく））。。（（１１つつだだけけにに〇〇））  

★★「「１１．．」」にに〇〇ををししたた事事業業所所はは②②・・③③・・④④のの質質問問にに、、「「２２．．」」にに〇〇ををししたた事事業業所所はは②②のの質質問問ににおお答答ええくくだだささいい。。  

１．採用募集をし、実際に採用した     ２．採用募集をしたが、採用しなかった     ３．採用募集を行わなかった 

 
 

  ②②  中中途途採採用用のの結結果果  
  

採用を予定していた人数  人  実際に採用した人数  人 ※採用ない場合は「０」を記入 

  
 

  ③③  中中途途採採用用者者のの年年齢齢層層  

  

25歳未満 25～34歳 35～44歳 45～55歳 56～59歳 60～64歳 65～69歳 70歳以上 

人 人 人 人 人 人 人 人 

  

 

  ④④  中中途途採採用用者者をを採採用用すするる際際にに最最もも重重視視ししたた項項目目ををおお答答ええくくだだささいい。。（（１１つつだだけけにに〇〇））  

１．専門知識・能力があるから     ２．経験を活かし即戦力になるから      ３．幅広い人脈を期待できるから 

４．職場への適応力があるから     ５．親会社・関連会社からの要請のため    ６．その他（         ） 
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設設問問２２））経経営営ににつついいてておお答答ええくくだだささいい。。  

  ①①  現現在在のの経経営営状状況況はは１１年年前前とと比比べべてていいかかががでですすかか。。（（１１つつだだけけにに〇〇））  

１．良 い             ２．変わらない             ３．悪 い 

 

  ②②  現現在在行行っってていいるる主主要要なな事事業業ににつついいてて、、今今後後どどののよよううににししてていいくくおお考考ええでですすかか。。（（１１つつだだけけにに〇〇））  

１．強化拡大    ２．現状維持    ３．縮 小    ４．廃 止    ５．その他（        ） 

 

  ③③  現現在在、、経経営営上上どどののよよううななここととがが障障害害ととななっってていいまますすかか。。（（３３つつ以以内内にに○○））  

１．労働力不足（量の不足）   ２．人材不足（質の不足）      ３．労働力の過剰        ４．人件費の増大 

５．販売不振・受注の減少    ６．製品開発力・販売力の不足    ７．同業他社との競争激化    ８．光熱費・原材料・仕入品の高騰 

９．製品価格（販売価格）の下落 10．納期・単価等の取引条件の厳しさ 11．金融・資金繰り難      12．環境規制の強化 

 

  ④④  経経営営上上のの強強みみははどどののよよううななととこころろににあありりまますすかか。。（（３３つつ以以内内にに○○））  

１．製品・サービスの独自性      ２．技術力・製品開発力    ３．生産技術・生産管理能力     ４．営業力・マーケティング力 

５．製品・サービスの企画力・提案力  ６．製品の品質・精度の高さ  ７．顧客への納品・サービスの速さ  ８．企業・製品のブランド力 

９．財務体質の強さ・資金調達力     10．優秀な仕入先・外注先   11．商品・サービスの質の高さ    12．組織の機動力・柔軟性 

 

  ⑤⑤  過過去去３３年年間間((令令和和４４年年７７月月１１日日かからら令令和和７７年年６６月月3300日日))にに労労働働生生産産性性をを高高めめよよううととししてて行行っったた取取組組みみををおお答答ええくくだだささいい。。（（該該当当すするるすすべべててにに○○））  

１．新製品・サービスの開発力      ２．既存の商品・サービスの付加価値を高める技術力（現場力） ３．顧客・販路を拡大する営業力 

４．技術革新への対応力         ５．グローバル化                      ６．ＤＸ投資（自動化、省力化） 

７．権限委譲、裁量権の拡大       ８．仕事内容・進め方の見直し                ９．仕事に求める成果の明確化 

10．さらなるコスト削減         11．女性、高齢者など多様な人材の活用            12．教育訓練、能力開発 

13．成果・業績で評価する人事・処遇制度 14．長時間労働の解消（残業の削減等）            15．職場のコミュニケーションの円滑化 

16．メンタルヘルス対策、健康確保策   17．行っていない                      18．その他（         ） 

 

設設問問３３））１１年年前前とと比比較較ししたた原原材材料料費費、、人人件件費費（（賃賃金金等等））アアッッププ等等にに対対すするる販販売売価価格格へへのの転転嫁嫁のの状状況況ををおお答答ええくくだだささいい。。  

  ①①  原原材材料料費費、、人人件件費費等等のの増増加加にによよるる販販売売・・受受注注価価格格へへのの転転嫁嫁状状況況をを最最もも売売上上高高のの多多いい事事業業のの業業種種ででおお答答ええくくだだささいい。。（（１１つつだだけけにに〇〇））  

★★「「１１．．」」にに〇〇ををししたた事事業業所所はは②②のの質質問問にに、、「「２２．．」」とと「「３３．．」」にに〇〇ををししたた事事業業所所はは③③のの質質問問ににおお答答ええくくだだささいい。。  

１．価格引上げ(転嫁)を実現した      ２．価格引上げの交渉中               ３．これから価格引上げの交渉を行う 
 

４．価格を引き下げた（またはその予定）  ５．価格転嫁はしていない（価格変動の影響はない）  ６．価格転嫁は実現しなかった 

７．対応未定               ８．その他（                 ） 
 

  ②②  価価格格転転嫁嫁のの転転嫁嫁内内容容とと転転嫁嫁率率はは何何パパーーセセンントトかか項項目目ごごととににおお答答ええくくだだささいい。。（（項項目目ごごとと１１つつだだけけにに〇〇））  

項 目 10％未満 10～30％未満 30～50％未満 50～70％未満 70～100％未満 100％以上 

１．全 体 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

２．原材料費分 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

３．人 件 費 分 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

４．利益確保分 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

〔注〕(1)価格転嫁率は、１年前（令和６年度７月１日時点）の商品・サービスのコストと比較して、現在（令和７年度７月１日時点）上昇したコスト分の  
何パーセントを販売価格へ転嫁することができたかの割合。  例）コストが100円上昇し、36.6円を販売価格に転嫁させた場合 → 価格転嫁率36.6％ 

 

  ③③  原原材材料料費費、、人人件件費費、、利利益益をを含含めめたた販販売売価価格格へへのの転転嫁嫁予予定定内内容容ををおお答答ええくくだだささいい。。（（該該当当すするるすすべべててにに〇〇））  

１．原材料費分を転嫁予定  ２．人件費引上げ分を転嫁予定  ３．利益確保分を転嫁予定  ４．その他（         ） 

 

設設問問４４））従従業業員員のの労労働働時時間間ににつついいてておお答答ええくくだだささいい。。  

  ①①  従従業業員員（（パパーートトタタイイママーーななどど短短時時間間労労働働者者をを除除くく））のの週週所所定定労労働働時時間間はは何何時時間間でですすかか（（残残業業時時間間、、休休憩憩時時間間はは除除くく））。。  

      職職種種やや部部門門にによよっってて異異ななるる場場合合はは、、最最もも多多くくのの従従業業員員にに適適用用さされれてていいるる時時間間ををおお答答ええくくだだささいい。。（（１１つつだだけけにに〇〇））  

１．38時間以下    ２．38時間超40時間未満    ３．40時間    ４．40時間超44時間以下    ５．その他（         ） 

〔注〕(1)所定労働時間は、就業規則等に定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を差し引いた時間です。 
   (2)現在、労働基準法で40時間超44時間以下が認められているのは、10人未満の商業･サービス業等の特例事業所のみです。 
 

  ②②  令令和和６６年年のの従従業業員員１１人人当当たたりりのの月月平平均均残残業業時時間間（（時時間間外外労労働働・・休休日日労労働働））ををごご記記入入くくだだささいい。。  
  

従業員１人当たり 月月平平均均残残業業時時間間   時間 ※小数点以下四捨五入 ※残業時間がない場合は「０」を記入 

  
〔注〕(1)固定残業を取り入れている場合は、固定残業時間内の平均を記入してください。 
   (2)時間外労働（休日労働は含まず）の上限は、原則として月45時間となります。 
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設設問問５５））従従業業員員のの有有給給休休暇暇ににつついいてておお答答ええくくだだささいい。。  

  ①①  令令和和６６年年のの従従業業員員１１人人当当たたりりのの年年次次有有給給休休暇暇のの平平均均付付与与日日数数・・取取得得日日数数ををごご記記入入くくだだささいい。。  ※※小小数数点点以以下下四四捨捨五五入入。。  
  

従業員１人当たり 平平均均付付与与日日数数               日    従業員１人当たり 平平均均取取得得日日数数               日 

  
〔注〕(1)付与日数は前年からの繰越分を除き、当年に取得可能として付与した日数を指します。 
 

設設問問６６））同同一一労労働働同同一一賃賃金金へへのの対対応応ににつついいてておお答答ええくくだだささいい。。  

  ①①  非非正正規規とと正正規規のの労労働働者者をを比比べべたた同同一一労労働働同同一一賃賃金金へへのの対対応応（（格格差差解解消消へへのの取取組組みみ））状状況況ににつついいてておお答答ええくくだだささいい。。（（該該当当すするるすすべべててにに○○）） 

１．定期昇給の実施                 ２．手当の支給               ３．賞与の支給 

４．退職金制度の導入                ５．賃金規定の見直し            ６．責任ある地位への登用 

７．休暇の取得                   ８．福利厚生施設の利用           ９．教育訓練の実施 

10．専門家（支援機関）への相談           11．特に考えていない            12．解消すべき待遇差はない 

13．対象となる従業員はいない            14．その他（              ） 

〔注〕(1)「同一労働同一賃金」とは、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者（無期雇用フルタイム労働者）と非正規雇用労働者（有期雇用
労働者、パートタイム労働者、派遣労働者）の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。 

 

設設問問７７））新新規規学学卒卒者者のの採採用用ににつついいてておお答答ええくくだだささいい。。  
  ①①  令令和和７７年年３３月月新新規規学学卒卒者者のの採採用用計計画画をを行行いいままししたたかか。。（（１１つつだだけけにに〇〇））  
        ★★「「１１．．」」とと「「２２．．」」にに〇〇ををししたた事事業業所所はは②②のの質質問問ににおお答答ええくくだだささいい。。    

１．採用計画をし、実際に採用した  ２．採用計画をしたが、採用しなかった  ３．採用計画を行わなかった 

 

  ②②  令令和和７７年年３３月月新新規規学学卒卒者者のの採採用用結結果果（（技技術術系系ととししてて採採用用ししたた者者以以外外ははすすべべてて事事務務系系にに記記入入））。。 

学 卒 
採用を予定 

していた人数 

実際に採用 

し た 人 数 

１人当たり平均初任給額 

（令和７年６月支給額） 

 

学 卒 
採用を予定 

していた人数 

実際に採用 

し た 人 数 

１人当たり平均初任給額 

（令和７年６月支給額） 

高
校
卒 

技術系 人 人    ,    円 
短
大
卒(

含
高
専)

 

技術系 人 人    ,    円 

事務系 人 人    ,    円 事務系 人 人    ,    円 

専

門

学

校

卒 

 

技術系 人 人    ,    円 
大
学
卒 

技術系 人 人    ,    円 

事務系 人 人    ,    円 事務系 人 人    ,    円 

〔注〕(1)令和７年６月の１ヵ月間に支給した１人当たり平均初任給額は通勤手当を除いた所定内賃金（P4参照）総額を対象となる人数で除した金額（税込額）
を記入してください。 

   (2)専門学校卒は、高校卒業を入学の資格とした専修学校専門課程（２年制以上）を卒業した者が対象となります。 
 

設設問問８８））中中途途採採用用ににつついいてておお答答ええくくだだささいい。。  
  ①①  令令和和６６年年度度にに中中途途採採用用のの募募集集をを行行いい、、令令和和７７年年７７月月１１日日現現在在ままででにに採採用用をを行行いいままししたたかか（（新新規規学学卒卒者者のの採採用用をを除除くく））。。（（１１つつだだけけにに〇〇））  

★★「「１１．．」」にに〇〇ををししたた事事業業所所はは②②・・③③・・④④のの質質問問にに、、「「２２．．」」にに〇〇ををししたた事事業業所所はは②②のの質質問問ににおお答答ええくくだだささいい。。  

１．採用募集をし、実際に採用した     ２．採用募集をしたが、採用しなかった     ３．採用募集を行わなかった 

 
 

  ②②  中中途途採採用用のの結結果果  
  

採用を予定していた人数  人  実際に採用した人数  人 ※採用ない場合は「０」を記入 

  
 

  ③③  中中途途採採用用者者のの年年齢齢層層  

  

25歳未満 25～34歳 35～44歳 45～55歳 56～59歳 60～64歳 65～69歳 70歳以上 

人 人 人 人 人 人 人 人 

  

 

  ④④  中中途途採採用用者者をを採採用用すするる際際にに最最もも重重視視ししたた項項目目ををおお答答ええくくだだささいい。。（（１１つつだだけけにに〇〇））  

１．専門知識・能力があるから     ２．経験を活かし即戦力になるから      ３．幅広い人脈を期待できるから 

４．職場への適応力があるから     ５．親会社・関連会社からの要請のため    ６．その他（         ） 
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設設問問９９））賃賃金金改改定定ににつついいてておお答答ええくくだだささいい。。  
  ①①  令令和和７７年年１１月月１１日日かからら令令和和７７年年７７月月１１日日ままででのの間間ににどどののよよううなな賃賃金金改改定定をを実実施施ししままししたたかか。。（（１１つつだだけけにに〇〇））  
        ★★「「１１．．」」とと「「２２．．」」とと「「３３．．」」にに〇〇ををししたた事事業業所所はは下下記記①①－－１１のの質質問問ににももおお答答ええくくだだささいい。。  

        ★★「「１１．．」」ままたたはは「「４４．．」」にに〇〇ををししたた事事業業所所及及びび、、臨臨時時給給与与をを引引上上げげたた((７７月月以以降降引引上上げげ予予定定))事事業業所所はは②②・・③③のの質質問問ににももおお答答ええくくだだささいい。。  

１．引上げた  ２．引下げた  ３．今年は実施しない（凍結）  ４．７月以降引上げる予定  ５．７月以降引下げる予定  ６．未 定 
 

 
 

  ①①－－１１  賃賃金金改改定定（（引引上上げげたた・・引引下下げげたた・・凍凍結結））をを実実施施ししたた対対象象者者のの総総数数とと従従業業員員１１人人当当たたりり平平均均のの改改定定前前・・改改定定後後所所定定内内賃賃金金（（通通勤勤  
手手当当をを除除くく））及及びび平平均均引引上上げげ・・引引下下げげ額額ををごご記記入入くくだだささいい。。ななおお、、ププララスス・・ママイイナナススのの記記号号はは不不要要でですす。。 

対象者総数 

従 業 員 １ 人 当 た り （ 月 額 ） 
改定前の平均所定内賃金 

（Ａ） 

改定後の平均所定内賃金 

（Ｂ） 

平均引上げ・引下げ額 

（Ｂ）－（Ａ）＝（Ｃ） 
人    ,    円    ,    円    ,    円 

    〔注〕(1)「改定前の平均所定内賃金（Ａ）」「改定後の平均所定内賃金（Ｂ）」「平均引上げ・引下げ額（Ｃ）」の関係は次のとおりです。 
        ・「１．引上げた」事業所は、「平均引上げ・引下げ額（Ｃ）」はプラス額になります。 
        ・「２．引下げた」事業所は、「平均引上げ・引下げ額（Ｃ）」はマイナス額になります。 
        ・「３．今年は実施しない（凍結）」事業所は、(Ｂ)・(Ａ)が同額になりますので、｢平均引上げ・引下げ額（Ｃ）｣は｢０｣になります。 
       (2)対象者総数は、賃金改定対象者で、賃金の改定前、改定後とも在職している者です（P1の設問１の「従業員数」とは必ずしも一致し

なくても結構です）。 
       (3)パートタイマー、アルバイト、役員、家族、嘱託、病欠者、休職者などは除いてください。 
       (4)臨時給与により賃金改定した場合は、上記賃金に含める必要はありません。 
       (5)「所定内賃金」については、下表を参考にしてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ②②  賃賃金金改改定定（（引引上上げげたた・・７７月月以以降降引引上上げげるる予予定定））のの具具体体的的内内容容ををおお答答ええくくだだささいい。。（（該該当当すするるすすべべててにに〇〇））  

１．定期昇給      ２．ベースアップ    ３．基本給の引上げ（定期昇給制度のない事業所） 

４．諸手当の改定    ５．臨時給与（夏季・年末賞与など）の引上げ 

    〔注〕(1)「定期昇給」は、あらかじめ定められた企業の制度に従って行われる昇給のことで、一定の時期に毎年増額することをいいます。 
また、毎年時期を定めて行っている場合は、能力、業績評価に基づく査定昇給なども含みます。 

       (2)「ベースアップ」は、賃金表の改定により賃金水準全体を引上げることをいいます。 
 

  ③③  今今年年のの賃賃金金改改定定（（引引上上げげたた・・７７月月以以降降引引上上げげるる予予定定））のの決決定定のの際際にに、、どどののよよううなな要要素素をを重重視視ししままししたたかか。。（（該該当当すするるすすべべててにに〇〇））  

１．企業の業績     ２．世間相場              ３．労働力の確保・定着   ４．物価の動向 

５．労使関係の安定   ６．親会社又は関連会社の改定の動向   ７．前年度の改定実績    ８．賃上げムード 

９．燃料費の動向    10．重視した要素はない         11．その他（                ） 
 

設設問問1100））労労働働組組合合のの有有無無ににつついいてておお答答ええくくだだささいい。。  

  ①①  労労働働組組合合のの有有無無ににつついいてて〇〇をを付付けけててくくだだささいい。。  

１．あ る          ２．な い 
 

設設問問1111））労労使使ココミミュュニニケケーーシショョンンににつついいてておお答答ええくくだだささいい。。  

  ①①  労労使使のの意意見見をを収収集集しし協協議議をを行行うう機機会会やや場場ととししてて当当ててははままるるももののををおお答答ええくくだだささいい。。（（該該当当すするるすすべべててにに〇〇））  

        ★★「「１１．．」」とと「「２２．．」」とと「「３３．．」」にに〇〇ををししたた事事業業所所はは下下記記②②のの質質問問ににももおお答答ええくくだだささいい。。  
 
１．労働組合または労働者の過半数を代表する組織 ２．労使委員会 ３．経営層を交えた意見交換会(その他任意の組織や場）等  ４．特に設けていない 

 

  ②②  労労使使協協議議のの機機会会やや場場でで行行っってていいるる協協議議内内容容ををおお答答ええくくだだささいい。。（（該該当当すするるすすべべててにに〇〇））  

１．経営に関する事項            ２．生産性向上（品質管理）に関する事項    ３．賃金・退職給付に関する事項 

４．労働時間・休日・休暇に関する事項    ５．人事に関する事項（勤務態様の変更を含む） ６．教育訓練計画に関する事項 

７．定年制・勤務延長・再雇用に関する事項  ８．安全衛生に関する事項           ９．ハラスメントに関する事項 

10．男女均等・仕事と家庭の両立に関する事項 11．福利厚生・文化・体育・レジャー活動に関する事項 

12．正社員以外の労働者に関する事項     13．同一労働同一賃金に関する事項       14．その他（         ） 
  
◎◎  おお忙忙ししいいととこころろごご協協力力あありりががととううごござざいいままししたた。。  
    記記入入ももれれががなないいかかももうう一一度度おお確確かかめめののううええ、、７７月月１１４４日日（（月月））ままででににごご返返送送くくだだささいい。。  

所所定定内内賃賃金金 
（固定部分）基本給（年齢給、職能給、職務給、勤続給）、役付手当、技能手当、    

特殊勤務手当、家族手当、住宅手当、食事手当など 定期給与 

現金給与総額
 

所定外賃金（超過勤務手当、休日出勤手当、宿直手当、深夜勤手当など） 
臨時給与（夏季・年末賞与など） 

（変動部分）精勤手当、生産手当、能率手当など 

賃金分類表 
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設設問問５５））従従業業員員のの有有給給休休暇暇ににつついいてておお答答ええくくだだささいい。。  

  ①①  令令和和６６年年のの従従業業員員１１人人当当たたりりのの年年次次有有給給休休暇暇のの平平均均付付与与日日数数・・取取得得日日数数ををごご記記入入くくだだささいい。。  ※※小小数数点点以以下下四四捨捨五五入入。。  
  

従業員１人当たり 平平均均付付与与日日数数               日    従業員１人当たり 平平均均取取得得日日数数               日 

  
〔注〕(1)付与日数は前年からの繰越分を除き、当年に取得可能として付与した日数を指します。 
 

設設問問６６））同同一一労労働働同同一一賃賃金金へへのの対対応応ににつついいてておお答答ええくくだだささいい。。  

  ①①  非非正正規規とと正正規規のの労労働働者者をを比比べべたた同同一一労労働働同同一一賃賃金金へへのの対対応応（（格格差差解解消消へへのの取取組組みみ））状状況況ににつついいてておお答答ええくくだだささいい。。（（該該当当すするるすすべべててにに○○）） 

１．定期昇給の実施                 ２．手当の支給               ３．賞与の支給 

４．退職金制度の導入                ５．賃金規定の見直し            ６．責任ある地位への登用 

７．休暇の取得                   ８．福利厚生施設の利用           ９．教育訓練の実施 

10．専門家（支援機関）への相談           11．特に考えていない            12．解消すべき待遇差はない 

13．対象となる従業員はいない            14．その他（              ） 

〔注〕(1)「同一労働同一賃金」とは、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者（無期雇用フルタイム労働者）と非正規雇用労働者（有期雇用
労働者、パートタイム労働者、派遣労働者）の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。 

 

設設問問７７））新新規規学学卒卒者者のの採採用用ににつついいてておお答答ええくくだだささいい。。  
  ①①  令令和和７７年年３３月月新新規規学学卒卒者者のの採採用用計計画画をを行行いいままししたたかか。。（（１１つつだだけけにに〇〇））  
        ★★「「１１．．」」とと「「２２．．」」にに〇〇ををししたた事事業業所所はは②②のの質質問問ににおお答答ええくくだだささいい。。    

１．採用計画をし、実際に採用した  ２．採用計画をしたが、採用しなかった  ３．採用計画を行わなかった 

 

  ②②  令令和和７７年年３３月月新新規規学学卒卒者者のの採採用用結結果果（（技技術術系系ととししてて採採用用ししたた者者以以外外ははすすべべてて事事務務系系にに記記入入））。。 

学 卒 
採用を予定 

していた人数 

実際に採用 

し た 人 数 

１人当たり平均初任給額 

（令和７年６月支給額） 

 

学 卒 
採用を予定 

していた人数 

実際に採用 

し た 人 数 

１人当たり平均初任給額 

（令和７年６月支給額） 

高
校
卒 

技術系 人 人    ,    円 
短
大
卒(

含
高
専)

 

技術系 人 人    ,    円 

事務系 人 人    ,    円 事務系 人 人    ,    円 

専

門

学

校

卒 

 

技術系 人 人    ,    円 
大
学
卒 

技術系 人 人    ,    円 

事務系 人 人    ,    円 事務系 人 人    ,    円 

〔注〕(1)令和７年６月の１ヵ月間に支給した１人当たり平均初任給額は通勤手当を除いた所定内賃金（P4参照）総額を対象となる人数で除した金額（税込額）
を記入してください。 

   (2)専門学校卒は、高校卒業を入学の資格とした専修学校専門課程（２年制以上）を卒業した者が対象となります。 
 

設設問問８８））中中途途採採用用ににつついいてておお答答ええくくだだささいい。。  
  ①①  令令和和６６年年度度にに中中途途採採用用のの募募集集をを行行いい、、令令和和７７年年７７月月１１日日現現在在ままででにに採採用用をを行行いいままししたたかか（（新新規規学学卒卒者者のの採採用用をを除除くく））。。（（１１つつだだけけにに〇〇））  

★★「「１１．．」」にに〇〇ををししたた事事業業所所はは②②・・③③・・④④のの質質問問にに、、「「２２．．」」にに〇〇ををししたた事事業業所所はは②②のの質質問問ににおお答答ええくくだだささいい。。  

１．採用募集をし、実際に採用した     ２．採用募集をしたが、採用しなかった     ３．採用募集を行わなかった 

 
 

  ②②  中中途途採採用用のの結結果果  
  

採用を予定していた人数  人  実際に採用した人数  人 ※採用ない場合は「０」を記入 

  
 

  ③③  中中途途採採用用者者のの年年齢齢層層  

  

25歳未満 25～34歳 35～44歳 45～55歳 56～59歳 60～64歳 65～69歳 70歳以上 

人 人 人 人 人 人 人 人 

  

 

  ④④  中中途途採採用用者者をを採採用用すするる際際にに最最もも重重視視ししたた項項目目ををおお答答ええくくだだささいい。。（（１１つつだだけけにに〇〇））  

１．専門知識・能力があるから     ２．経験を活かし即戦力になるから      ３．幅広い人脈を期待できるから 

４．職場への適応力があるから     ５．親会社・関連会社からの要請のため    ６．その他（         ） 
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設設問問９９））賃賃金金改改定定ににつついいてておお答答ええくくだだささいい。。  
  ①①  令令和和７７年年１１月月１１日日かからら令令和和７７年年７７月月１１日日ままででのの間間ににどどののよよううなな賃賃金金改改定定をを実実施施ししままししたたかか。。（（１１つつだだけけにに〇〇））  
        ★★「「１１．．」」とと「「２２．．」」とと「「３３．．」」にに〇〇ををししたた事事業業所所はは下下記記①①－－１１のの質質問問ににももおお答答ええくくだだささいい。。  

        ★★「「１１．．」」ままたたはは「「４４．．」」にに〇〇ををししたた事事業業所所及及びび、、臨臨時時給給与与をを引引上上げげたた((７７月月以以降降引引上上げげ予予定定))事事業業所所はは②②・・③③のの質質問問ににももおお答答ええくくだだささいい。。  

１．引上げた  ２．引下げた  ３．今年は実施しない（凍結）  ４．７月以降引上げる予定  ５．７月以降引下げる予定  ６．未 定 
 

 
 

  ①①－－１１  賃賃金金改改定定（（引引上上げげたた・・引引下下げげたた・・凍凍結結））をを実実施施ししたた対対象象者者のの総総数数とと従従業業員員１１人人当当たたりり平平均均のの改改定定前前・・改改定定後後所所定定内内賃賃金金（（通通勤勤  
手手当当をを除除くく））及及びび平平均均引引上上げげ・・引引下下げげ額額ををごご記記入入くくだだささいい。。ななおお、、ププララスス・・ママイイナナススのの記記号号はは不不要要でですす。。 

対象者総数 

従 業 員 １ 人 当 た り （ 月 額 ） 
改定前の平均所定内賃金 

（Ａ） 

改定後の平均所定内賃金 

（Ｂ） 

平均引上げ・引下げ額 

（Ｂ）－（Ａ）＝（Ｃ） 
人    ,    円    ,    円    ,    円 

    〔注〕(1)「改定前の平均所定内賃金（Ａ）」「改定後の平均所定内賃金（Ｂ）」「平均引上げ・引下げ額（Ｃ）」の関係は次のとおりです。 
        ・「１．引上げた」事業所は、「平均引上げ・引下げ額（Ｃ）」はプラス額になります。 
        ・「２．引下げた」事業所は、「平均引上げ・引下げ額（Ｃ）」はマイナス額になります。 
        ・「３．今年は実施しない（凍結）」事業所は、(Ｂ)・(Ａ)が同額になりますので、｢平均引上げ・引下げ額（Ｃ）｣は｢０｣になります。 
       (2)対象者総数は、賃金改定対象者で、賃金の改定前、改定後とも在職している者です（P1の設問１の「従業員数」とは必ずしも一致し

なくても結構です）。 
       (3)パートタイマー、アルバイト、役員、家族、嘱託、病欠者、休職者などは除いてください。 
       (4)臨時給与により賃金改定した場合は、上記賃金に含める必要はありません。 
       (5)「所定内賃金」については、下表を参考にしてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ②②  賃賃金金改改定定（（引引上上げげたた・・７７月月以以降降引引上上げげるる予予定定））のの具具体体的的内内容容ををおお答答ええくくだだささいい。。（（該該当当すするるすすべべててにに〇〇））  

１．定期昇給      ２．ベースアップ    ３．基本給の引上げ（定期昇給制度のない事業所） 

４．諸手当の改定    ５．臨時給与（夏季・年末賞与など）の引上げ 

    〔注〕(1)「定期昇給」は、あらかじめ定められた企業の制度に従って行われる昇給のことで、一定の時期に毎年増額することをいいます。 
また、毎年時期を定めて行っている場合は、能力、業績評価に基づく査定昇給なども含みます。 

       (2)「ベースアップ」は、賃金表の改定により賃金水準全体を引上げることをいいます。 
 

  ③③  今今年年のの賃賃金金改改定定（（引引上上げげたた・・７７月月以以降降引引上上げげるる予予定定））のの決決定定のの際際にに、、どどののよよううなな要要素素をを重重視視ししままししたたかか。。（（該該当当すするるすすべべててにに〇〇））  

１．企業の業績     ２．世間相場              ３．労働力の確保・定着   ４．物価の動向 

５．労使関係の安定   ６．親会社又は関連会社の改定の動向   ７．前年度の改定実績    ８．賃上げムード 

９．燃料費の動向    10．重視した要素はない         11．その他（                ） 
 

設設問問1100））労労働働組組合合のの有有無無ににつついいてておお答答ええくくだだささいい。。  

  ①①  労労働働組組合合のの有有無無ににつついいてて〇〇をを付付けけててくくだだささいい。。  

１．あ る          ２．な い 
 

設設問問1111））労労使使ココミミュュニニケケーーシショョンンににつついいてておお答答ええくくだだささいい。。  

  ①①  労労使使のの意意見見をを収収集集しし協協議議をを行行うう機機会会やや場場ととししてて当当ててははままるるももののををおお答答ええくくだだささいい。。（（該該当当すするるすすべべててにに〇〇））  

        ★★「「１１．．」」とと「「２２．．」」とと「「３３．．」」にに〇〇ををししたた事事業業所所はは下下記記②②のの質質問問ににももおお答答ええくくだだささいい。。  
 
１．労働組合または労働者の過半数を代表する組織 ２．労使委員会 ３．経営層を交えた意見交換会(その他任意の組織や場）等  ４．特に設けていない 

 

  ②②  労労使使協協議議のの機機会会やや場場でで行行っってていいるる協協議議内内容容ををおお答答ええくくだだささいい。。（（該該当当すするるすすべべててにに〇〇））  

１．経営に関する事項            ２．生産性向上（品質管理）に関する事項    ３．賃金・退職給付に関する事項 

４．労働時間・休日・休暇に関する事項    ５．人事に関する事項（勤務態様の変更を含む） ６．教育訓練計画に関する事項 

７．定年制・勤務延長・再雇用に関する事項  ８．安全衛生に関する事項           ９．ハラスメントに関する事項 

10．男女均等・仕事と家庭の両立に関する事項 11．福利厚生・文化・体育・レジャー活動に関する事項 

12．正社員以外の労働者に関する事項     13．同一労働同一賃金に関する事項       14．その他（         ） 
  
◎◎  おお忙忙ししいいととこころろごご協協力力あありりががととううごござざいいままししたた。。  
    記記入入ももれれががなないいかかももうう一一度度おお確確かかめめののううええ、、７７月月１１４４日日（（月月））ままででににごご返返送送くくだだささいい。。  

所所定定内内賃賃金金 
（固定部分）基本給（年齢給、職能給、職務給、勤続給）、役付手当、技能手当、    

特殊勤務手当、家族手当、住宅手当、食事手当など 定期給与 

現金給与総額
 

所定外賃金（超過勤務手当、休日出勤手当、宿直手当、深夜勤手当など） 
臨時給与（夏季・年末賞与など） 

（変動部分）精勤手当、生産手当、能率手当など 

賃金分類表 



高知県中央会独自アンケートのお願い 

 
高知県中小企業団体中央会では、従業員の採用や時間外労働、外国人の雇用などに関して皆様の取り組み状況を

把握し、県内の中小企業や中小企業組合の支援に活かせるよう努めているところです。お手数ですがアンケート回

答のご協力をお願いします。 
      
 

（御社名：                     ご記入者様お名前：              ） 

※アンケートの該当する個所を〇で囲んでください。 
１ 従業員の採用方法についてお教えください 

 （１）採用者 （①新卒中心   ②既卒者中心   ③新卒・既卒ともに採用） 
 
 （２）募集方法（①ハローワーク ②人材派遣会社  ③知人等の紹介） 
                 ④その他（                                                                 ） 
 

２ 御社の従業員募集への応募状況についてお教えください 

 （１）募集すれば集まる（①希望の期限内に応募がある ②時間はかかるが応募はある） 

 （２）募集をかけても集まらない（対応方法等：                                ） 
 
３ （１） 現在の人事・労務面において、課題点と考えるものをお教えください 

①採用難・離職率の高さ     ②人手不足     ③労働時間の長さ 

④若手社員の定着        ⑤法令対応 

 

（２）その他、政府・自治体に期待する支援策があればお教えください 

 

  （                                               ） 

 

４（１）「外国人材の雇用」についてお教えください 

① 外国人技能実習生の受入を検討している   ② 特定技能外国人の受入を検討している 

③ 高度人材の受入を検討している           ④ 外国人材の活用の予定は無い 

⑤ すでに外国人材を活用している（ 受入れている外国人の在留資格に○をして下さい ） 

【 外国人技能実習生  ・  特定技能外国人  ・  高度人材  ・  留学生 】 

 

 （２）関心がある国名を教えてください。 

（                                                       ）  

 

 （３）技能実習制度から育成就労制度に移行することから、下記について教えてください。 

   

●期待できる点（                                       ） 

  

●不安な点（                                         ） 

 

５ 行政・支援機関等へのご要望等 

（                                                        ）  

                           ご協力ありがとうございました。 

 


